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部分的取替の会計

高寺貞男

I マ J~?スの部分的取替論

取替 (replacement)1) とし寸用語は固定資産の単位全体の取替 (replacements

of whole units)の意味でも使われるが iしかし，この周語のより正確な用法

は，資産が全体として廃棄される以前における，互換可能な部品から構成され

ている資産の損耗した部品の交換を指している。J"

そして iどちらかというと，資産の全体よりも部分の取替の方がむずかし

い会計問題壱ひきおこすJ"が，かかる認識から出発して，固定資産の部分的取

替 (partialreplacements) について一番はじめに現実的分析を試みた経済学者

は『鉄道経済学』の著者ヲードナーである。そして，ラードナーの研究成果を

多分に利用して，部分的取替についてもっとも詳細に理論的分析を展開した経

済学者は『資本論』の著者マルグ λである。マノレグコえは，のちにマ-S/ァノレが

それ「によって近代的鉄道〔経済〕学の基礎が固められたJ')と評価したラ ド

ナ の『鉄道経済学』における「鉄道会社の車両(themovable capital) の修繕

(repairs) と〔部分的〕更新 (renewals)J による「継続的再生産の状態J" に関

。「同種の E資産〕単位の車替はj 時とし(，更新(，叩ewal)と呼ばれる。J(Wilbert E. Ka.百四
brock and Hany Simons，品加畑ediafeAocounling， ConiprehenSlVe Volume， 1949， p. 219，) 

2) William H， Chil山 ，Acc山叫ω，.gfur Manageme叫 Cuntrol，1960， p. 266 

「その場合j 資産〔全体の耐用〕命数は，もっとも寿命の長い構成要素の命数であるとみなさ
れる。J(Carl T. Devin8， "A凶巴tCu:;t出 IUExpiratiun"， in Murton Backer (ed.)， Mude四
A"ω師向臼:gTheory， 1966， p. 147.) 

3) HOlller A. Black allu Juhn H， ChampiuII， Ac[叩叫時四 Busine5S Decisio間• ThI:Jury， 
M~thod ， a例 dUse， 1961， p. 551 

4) AH同 dM出 品mll，I:料品川γy a1包dTrade. A S印 ayο'1Indu~trial TeGknique and BusineS5 

Organ沼zation，1919， p. 449 

5) DiQ lJ y~-i us Laru聞 に Ruuu.吋 E山間""y;A 印刷eυnthe New Art 01 Transp叫 1850，

p. 115 
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1る現実的分析を参考にして， w資本論』第 2巻第8章第 2節で，つぎのよう

に「固定資本」のー部分的または周期的取替 (der te山.veise oder periodische 

Ersatz)J6)論を展開している o

「固定資本の個々の構成要素はそれぞれ違った寿命争もち，したがうてまた

違った回転期聞をもっている。」η 「一つの固定資本の種々な構成部分の寿命の

相違についていま述べたことは，この場合， この固定資本の部分としてあらわ

れる同じ機械の種々な構成部分についても妥当する。J"すなわち，一つの機械

の「種類のちがう構成部分は損耗する期聞が違っており，したがって違った期

間に取替えられなければならない。」町

だから r各個別資本家にとっては，固定資本のうちなん年か経過してから

はじめてその再生産期限に達して，そのときすっかり取替えられなければなら

ない部分のために，償却基金が必要である。固定資本の主要な構成部分は，そ

の性質上，部分的再生産 (stUckweise Reproduktion) 壱排除する。」叫その場合

には， r固定資本の損耗の一部は，固定資本〔の主要な構成部分〕が一定の平

均寿命をもつことになるようにおこなわれる。固定資本〔の主要な構成;部分〕

はこの期間にまとまって投下され，との期聞が過ぎれば，すっかり取替えられ

なければならない。Jll)

「さらに，比較的短い間隔をおし、て減価した部分に新しい部分がつけ加えら

れるという仕方で部分的に再生産がおこなわれる場合には，とのような取替が

おとなわれうる前に， あらかじめ貨幣蓄積が必要であるのそのためにはど

んな任意の貨幣額でも足りるわけではなしある一定の大きさの貨幣額が必要

とされるのである。」町

6) Karl Marx， Das KaPi削 ，K例 likder politisch岬 Ök，π om~e， Bd. II， 1961， 5， 165 
マルグスの用語法では』 部分断J車替という用語は「部分的更新 (ttlilwtlIse El'Jleuel'ung) J 

(Eb仰向， S， 165.) の意味で使われている。
7) Ebe旬 d夙 S.163 

8) Ebenda， S. 166 
9) Ebenda， S. 166 

10) Ebenda， 5，176 
11) Ebenda， S. 165 
12) Ebenda， 55. 176-77 
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E 普通修繕とみなされ吾重要でない部分的取替

さて，以上みてきたように. i減価償却さるべき資産は全体の一部として欠

くことのできない多くの部品から構成されていると考えられる」聞かぎり. iそ

れぞれは〔命数の違いに応じて〕独自の率でもって減価償却される」叫のが筋

である。 iしかしながら，どのような場合にも，乙の理論的に正しい筋道をお

うことは実際上困難である。」町このように. i資産のすべての部品を完全な減

価償却会計技術を用いて会計することは，通常，実行不可能である」町ので，や

られていない。「通常，その会計処理は部分的取替の〔周期と規模にかかわる〕

重要性 (materi副社y) によって規制されている。」町

マノレグスが『資本論』第 2巻第 20章第 11節において指摘しているように，

「機械やその他比較的長もちする固定資本形態の場合には，建物や機械の主要

部分は全体として長命であるにもかかわらず，そのいくつかの部品は一年のう

ちにすっかり取替えられねばならないということが起こりうるし，またかなり

しばしば起る。このような部品は，固定資本のなかで一年のうちに取替えなけ

ればならない構成要素と同じ範噂に属する。

商品のこの価値要素は〔本来的意味の]修繕費と混同されてはならなし、J16)が，

この短期的取替のための支出については. i資産計上 (Aktivierung) は無意味

である。なぜなら，当該金額をまず資産に計上しても，すぐ再び，おそくとも

年度末までにその金額を償却しなければならないからである。」叫したがって，

短い周期でもって「規則的になされる〔部品の取替のため]支出はそれが生じ

た期聞の費用勘定へ賦課される。J'"

13) George R. Husband， Accouneing， Admi旬istratωeand Fi羽a旬 cial，1960， p. 333 

14) Childs， ot. cif" p. 267 

15) L. Milton Woods， Acco閥的tg/o'Y Capital， Constn叫Z開 ，and Mainlenance Ext開制前府g

1967， p. 114 

16) Perry Mason and Sldney D田 ddson，Fundamentals 0/ Accou叫同ι3rded.. 1953， p. 364 

17) Rlack anc1 Cha凹 pioo.ot. cii.， pp. !i51-52 

18) Marx， a. a. 0.， SS. 453-54 

19) Erich Kosiol， Anlage争q，'Yechn旬 旬g，Theo例 ，u錨 dPraxu tlerλbschreib刷 :gen，19!'i5， S. 85 
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ところで r本来的修繕に支出される資本は，多くの点で一種独特な資本号

なしており，流動資本にも固定資本にも分類されないのであるが，しかし，経

常支出に属するものとして，どちらかといえば，流動資本の方に数えられる。J21)

といって，本来的修繕と「固定資本の」部分的取替とを区別していたマノレク月

自身も認めているように，現実の固定資本の再生産は本来的「修繕と入り混っ

て絶えず部分的におこなわれる」町ので.r本来的修繕と〔部分的7取替の聞の

境界，維持〔修繕〕費と[部分的]更新コエ tの聞の境界は，多かれ少なかれ

流動的である。J21l)ιのようにゆれ動く境界線上にある項目の会計問題にたいす

る「解答は，勘定単位に関するやや恋恵、的位決定に依存してし、る。もしも，旧タ

イヤがトラックとは別に資産計上され，減価償却されてレるならば，その原価

〔と減価償却累積額〕は[資産勘定と減価償却引当金勘定から〕とり去られて，

同じ過程が新タイヤについて繰りかえされなければならないが，そのかわりに，

旧タイヤがトラッグ全体に合めて取扱われているならば，その時には〔取替〕

支同は維持〔修繕〕費である。J;')

以上のべたことから現らかなように， 部品別の減価償却 (separatedeprecia 

tion)をした上で部品別の取替 (separatereplacement) の会計をする「方策を首

尾よく採用するには. [その前提として〕資産の構成単位別の相当完全な，正

確な，アップツーデートな記録を必要とする。」酌「トラ γ ク運送会社がしばし

ばエンジン'/ャジー，タイヤのような自動車の重要な構成要素を別々に会計

しているととは注目にあたいするが，もしも，かかる細区分があまりにも微細

になされたならば，ダリース入れやオイノレがえでさえ〔部分的〕取替〔の会計

20) C. A. Moyer and R. K. Mautz， In1t令 官edialeAcco1t叫 ing，A F1t憾d叩叫lApt'Yoach， 1962， 
p.96 

21) Ma-rx， 11. 11. 0.， S. -170 
回 Marx，a. a. 0.， S. 175 

23) Marx， 11. 11. 0.， S. 173 

24) Myron J. Gordon and Gordon Shi1linglaw， ACCOl倒的包g，A M町zgement App1'oach， 3 rd 
ed.， 1964， p. 26il 

25) Maurlce Moonitz and Louis H. Jordan， Accounting， An Analysis 0/ its Pl叩 blems，RevlSed 
.d、101.1， 1963， p. 358 
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処理をするもの〕となるであろう。」町そこまで筋を通すと，煩積になってしま

うから I明らかに，採用される単位は有用な目的にかなわないほど少さくさ

れてはならない。たとえば. [自動車の各スパーク・プラグ]事務所の各窓ガ

ラスまたは各灰皿に別々の勘定を設定しても，それによってなんらの利益もえ

られないであろう oJ2?)そこまで資産区分を微細にせ r. I損耗した小さい部品

(a minor part)の取替は〔それをおこなった〕期間の収益から控除さるベきそ

の会言l期聞の費用である J28)として取扱ヮても， 結果として重要な相違は生じ

ないと考えられるo このような理由により. r重要でない (rninoγ) (部分的〕

更新または部品の取替は普通修繕 (oroinary日 pairs) とみなされうる」聞ので，

「小さい〔部品同]取替はそれがなきれた時の『修繕』として営業に賦課され

る。J30
)

以上要するに. I有用な減価償却会計は資産のすべての部品をカバーしない

とし寸事実から，一つの問題が〔本来的〕修繕と関連して生ずる」机〉が，その

解法として. Iもしも部分的取替が小額 (small)で，資産の[耐用]命数中[短

期的に〕しばしば繰りかえされるような型のものであるならば，この取替コス

トは取替時の費用として〔本来的修繕費と同様に〕取扱われる。」叫

E 重要部品別の減価償却法

さて，これまでたどってきた考察が示しているように I現に行われている

会計処理の手続においては，取替句 ・の対象となる材体の部分が，消耗品とも

26) Gordon and Shrllinglaw. ot. cil.. p. 268. 

27) Moonitz and Jordan， ot. cit.. p. 358 
「しかしながら，観察結果にもとず〈と，ほとんどの企業は，あまりにも小さすぎるよりも適

Eな会計にとってはあまりにも大きすぎるユユットを使っているようである。 (Moonitz and 
Jordan， ot. cit.. p. 358.) 

28) Lawrence M. Malchman and Albert Slavin， FOf柵 dationsoj Accounting 10'1 Mana 
gerial Control， 1961， p. 335 

29) Harry Simons and Wi1bert E. Karrenbrock， Intennediate Acc印刷同g，Comprehensive 
Volume. 4 th ed.， 1964， p. 425 

30) Mason and Davidson， ot. cit.. pp. 363-64 
31) Mason and Davidson， op" cit." p. 363 
32) Black and Cba皿pion，op. cit" ， p. 552 
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考えられる短命数の部品もしくは部分であるとか，または，金額が〔比較的〕

軽微な部品もしくは部分であるとか，そうした程度においては，修繕費として

その支出時の期間的費用に課することについて異論もないようである。ー

ところが，ある固定資産の性状，構造，性能から考えて，その骨格的存在と

みられるような部品または部分について，その骨格的存在自体の取替というこ

とを考えるときは，原則的には，それは旧資産の廃棄であり，新資産の取得で

あると考えた方が実情に即する。」叩

したがって， Iさきに指摘したように，小さい部品の取替は普通修繕とみなさ

れ，取替時の費用として取扱われるとはし、え，もしも，固定資産の大きなまたは

実休的な部品(amajor or structural part) が同種の部品と取替えられるならば，

回定資産勘定からかかる部品の原初原価壱，減価償却引当金勘定から当該部品

についてその日までに発牛した金額壱とりき町，その差額〔ωカか、ι残価相当額を

差ヲ|いし、た金額]壱固定資産処分損として示すことがのそぞoまししい、。oJ34“4

もちろん，部分的「取替が生じた時に，全原価のうち取替項目に割当てられ

うる部分が記録からとり去るととができる」ようにするには， I取替項屈に割

当てうる原価壱見出すこと」町が必要である。そじて，この「問題は設備資産

についての詳細な原価記録がのぞましいことを強調する。これら資産構成部品

の詳細な内訳ほ，一般元帳勘定における総括を裏付ける補助記録においてとら

れねばならない。 ・かかる記録はまた資産の違った部品について違った減価

償却率の使用を可能にするであろう。」蛇

したがって，補助元帳に「別個の命数をもっと考えられる設備資産の各構成

要素について個別勘定が設定されている場合には，単一の減価償却率が集成資

産にたいして適用されるかわりに， 個別償却率が各資産構成要素に適用され

る。」町乙うして，資虚構成要素別に減価償却してゆき，それぞれ別個の取替が

33) 忠佐市 「耐用年数算定方式の基本問題J， W産業経理』昭和26年5月号， 20-21ページ。
34-) Moyer and Mautz， op. c.it， pp. 98-99 

35) Delmer E. Rylton， Princ中lesand Proc.edu叩S01 Moden包A，四 unt刊 Igp:阿ctir;e，1965，p.92 

36) Ibid， p. 92 
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なされた時に， I取替コストは u 取替えられた部品の純簿価〔マイナス残価〕

のとり去りと基本資産への当該支出のチャージによって記録される。」初〉

「かかる手続は， [すでにくりかえし指摘したように，資産構成要素につい

ての]かなりの分析と詳細な記録を必要とするけれども，収益にたいする費用

の適正な配賦をなしとげるという長所をもっている」四〉ばかりでなく，さらに

「この方法は手持資産をあらわす勘定の処理において強みをもっている。I叫そ

して， Iこの〔会計〕技法の具体的適用はラック運送会社の経営者によっ

て時折採用された会計手続に見出される。ー 個々のトラッグのかわりに，そ

の構成部品が会計上の基木単位とされる υ たとえば，統括勘定がモーターv'

ヤジー，キャプ，車輪!'イヤにたいして設けられzυ 各統括勘定の下に，そ

れぞれ別物として識別できる項目が記入される補助元帳が設けられる。かくし

て，各モーターは，その原価，取得日，推定命数，通し番号，所在が記入され

ている補助元帳カードをもつことになる。J41)

たしかに「この[会計〕手続は〔自動車に代表されるような組立資産につい

ては〕かなり容易におこなうことができる。J42
l iしかしながら，全体として購

入された機械または建物のある一定部分に割当てうる原佃や〔それについて〕

発生した減価償却額を〔確証をもって〕決定することは不可能であるJ43l場合

が少くない。したがって， I資産原価の資産構成部品開への配分や各部品のこ

となった耐用命数の決定における複雑さや恋意性のために， この〔会計〕実務

は一般におこなわれていない。J"

37) Simons and Karrenbrock， op唱 cit" p. 426 

この方法は， r減価償却単位の〔統合耐用〕命数がその重要な諸構成要素の命数の加重平均で
あるJ(Devine， op. cit.， p. 147.) ょう算出され，統合「開価償却率がそれぞれの部品に適用ざる
〈きであると考えられる〔個別償却〕車の加重平均を求める仕方で計算されるJ(Hu曲目d，op 

cit.， p. 333.)ことを拒否するものではないu 事実， rこの 〔方法〕は多数の大き止に車替可能
な部品について統合〔償却]串の設定に特に適合する。 (Childs，op. oit" p.268.) 

38) Rufus Wixon (ed.) ， Ac印刷加山，Handbook， 4 th ed.. 1965， p. 16. 10-11 
39) SinlOns and Karrenbrock， op. cit.. p. 126 

40) Moonitz and }ordan， op. cit.. p. 358 

41) Moonitz and Jordan， op. cit.， p. 358 

42) Black and Champion， op. cit.. p. 552 

43) Moyer and Mautz， op. C-U.. p. 9ゆ
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N 特別修繕支出総額の均等配分法

さて，前章の末尾において指摘したような理由で r詳細な設備区分が実行

不可能であると考えられる場合には，それにかわる便法が〔特別〕修繕〔均分〕

引当金の技法の使用に見出される。[この方法によると，まず〕資産が取得さ

れた時に，その耐用年数中に生ずるであろう… [，特別〕修繕〔の本質をな

す大規模な部品の取替J"lJコストの総額について推定がなされる。(この金額

のかなり正確な推定をすることの困難さがこの方法の主たる欠陥である。) [そ

の上で]この総額は減価償却と同じ仕方で〔特別修繕均分引当金を用いて〕資

産の〔耐用〕命数[中の各期間jに[均等〕配分される。」酎もちろん，耐用命

数中におこなわれる重要な部分的取替のための「実際支出は，それが生じた時

に，この引当金勘定にチャージされる。」拘

その場合，重要な部分的取替のための支出が常に取替部分の原初原価と同じ

であるならばぺ ，(全原価の定額償却による〕減価償却引当金〔繰入額〕 と

((特別〕修繕〔支出総額]の各期間への均等配分による) (特別〕修繕〔均

分〕引当金〔繰入額〕の合計は. (重要]部品別の減価償却引当金〔繰入額〕の

44) Andrew D， Braden and Robert G. Allyn， Accou旬 /ingPrinciples， 1963. p. 416 

45) H， A. Finney and Herbert E. Miller， Princitle.<;; 01 ACCflUnli吋 . Iniermedw.ie. 5 th ed.， 

1958， p. 332 

広義の「修擢は 普通修繕と実体修繕(sub.dantieJleReparatuTen) とに区別される ω 後者

は現物形態での固定資本の部分的更新であるJ(Marx. a. a. 0.， S. 171.)が. r資産の小さな構

成要素を取替える費用もまた普通修繕[または小修繕(minOTT印刷rs)Jに含まれるYJ (Walter 

B. Meigs and Charles E JohnsoIl， Accouηting， 1962， p. 339.) その結果として，特別修繕ま

t，'は「大修樺 (majorrepairs) のほとんどは実際k完全に蹴価したよりったきな単位の部品の車

替であるという認識J(Moonitz and ]ordan， op. cit.. p. 358.)が生ずる。

4fi) Mason and Davidson. op. &1/.. p. 346 

なお， r昔通修繕と特別臨繕とがともにこの方法に含まれうるJ (Wixon， op. cit.， p. 16-9.) 

が， ，では，普通修繕をはずして， も。ばら特~Ul多縛については，その推定宜出総額を均等国
分する方法を問題にしている。

47) W皿 on.oρωt..p. 16 .9 

48) 実際には. r耐用年数中にお付る価格変動のにより，新部品の原価は[旧部品のそれと較べて〕

かなり高いか，または低いかもしれなし、J (WiYon.ο.p. r;zt.， p.16.10.)が ここでは 「もし

も取替コストほ原初原価と同じであるならばJ (Mason and Davidson， op. &it.. p. 364.) と仮

定して，論を進めてし情。
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合計と常に相等しし、」明という関係が成立してし応。

この関係命題は，固定資産の全原価を ι，残価を 5.耐用命数を h 全原価

のうち重要な部分的取替までに減価し，それにより補填される部分を C" 耐用

命数中におこなわれる重要な部分的取替の凶数を 7でもってあらわすと，第 1

表にみられるように，数式を用いて，簡単に証明できる。

第 1 表

(1) (2) (1) + (2) ~ (3) (3) x n ~ (4) 

c減-価<p償却にかかわる C償p却にかかわる減価

c-cp-s 
Cp 

ι+ YCP-S 
何 C十 YCp-S

n 干王τ 9包

償ι却にかかわる減価 部の分平的均取配替分の総額

'-5 <Cp ι+'l'Gp-S 
C十 rcp-s

n ，包 % 

さて，以上証明した関係だけに注目すると，特別「修繕〔均分〕引当金は関

係資産勘定にたいする控除 (contra) [勘定]として分類されるのが当をえてい

ると思われる。」町しかし，特別修繕均分引当金の途中経過を詳細に分析してみ

ると，一概に特別「修繕〔均分〕引当金は〔普通の減価償却引当金〕以外の資

産控除勘定(anothercontra-asset account)であり，貸借対照表上において，関

係資産からの控除Eして表示されねばならない。」臼〉とはいえなくなる o

第 2表の(2)(3)(4)欄はそれぞれ特別修繕均分引当金の貸方借方合計ならびに貸

方残高(またはマイナスの貸方残高としての借方残高)の途中経過を 般式で

もってあらわしたものであるが，そこからはっきりと読みとれるように，重要

な部分的取替が特別修緒としておこなわれるたびごとに，特別修繕均分引当金

は貸方残高から借方残高へ，つまり控除勘定から付加勘定へ転化する。そして，

特別修繕とつぎの特別修繕の聞に，とんどは借方残高から貸方残高へ，つまり

49) Ke.nn叶 hB. Berg “Allowance for Repairs"， The Accounting Revie四， July 1962， p.496 
50) Ibid.， p. 496 
51) 恥f九>;on:md Davidson. op. ciC p. 365 
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付加勘定から控除勘定に逆戻りする。

(157) 85 

では，どうしてそうなるのであろうか。そのわけは 2つの視点、から説明で

きるが，まず，特E修:繕支出総額の均等配分法(与)によると .Cp に料、わ

る減価償却(立守生)と較べ亡，引当金繰入額が毎年すずつ過少(子

立ヂ2=_ :P)となわしたがって特別修繕間隔すなわち重要な部分的時

/ 錦 、 にー c 少，.
の間隔(圧がことに ポTずつ過少卜ず石工=一元r)となるので，重要

な部分的取替のたびごとに取替支出 (Cp) がこの引当金繰人額過J-分だけ逆に

第 2 表

特金別貸方臨繕合均計分引当
書方同合 責方問残高、 普当金通萱の減方価残償高却引 2つの引当金残品

経過年数
総計

(1) (2) (3) (2)ー (3)~(4) (5) (4)+(5)~(6) 

竺E

I 0 I 

"p c-， ι+rcp-s 
匁 ，包 n m 

2-'主n主
I 0 I 

22n L 2-'二"王 2."土竺"互二王

1:  l' I 

)合 7fT [ 晶子 c， I 一合 -C-ZC芋P了-，一

か 1I岩手引戸+千五十二|守+午

-V2十ー1↓r21一7旦十十l五mι+2竺移ι 1 'p 1 - ，~十:1 +努主%主 Ir~十ι1 c-z s+女王三m互1-"二Y主十主三15+2~ー士笠mE二S

時吟什 2合同言守

21V471十1I 2;ーと十L竺勿主十主n主 2cp I -2】」'+斗1十竺nι 竺，空十手1乙+c土生二S

銀 1 向 I "p I 0 |  
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過大となるからである。つぎに，この均等配分法の前提となってし、る普通の減

価償却法(午)はると ，C-Cp にかかわる減価償却(と子三)の場合と

較べて，引当金繰入額が毎年すずつ過大(午ー土子土=す)となり，した

C"， I C"， n c"， 

が って重要な部分的取替の間隔ごとに市ずつ過大日託「fT)とな

るので，この過大分を特別修繕均分引当金の方で減額調整するため，その借方

に残高がでてくるのである。もちろん，特別修繕均分引当金が貸方残高壱示す

場合にも，その貸方残高は，普通の減価償却引当金への繰入額過大分を減額調

第 3衰

経過年数 齢計ii皇室長聖型 惜計方同合 費方同残高 減o方価残"償高却に引か当か金わ貴る
計2つの引当金残両総

(1) (，) (3) (2)ー(3)~ (4) (5) (4)+ (5) ~ (6) 

ェ|早川中
2立土，旦包~ I n I 2立土鈍旦2 2 c-cp-s 2 c+1'cp-s 2 0  m 

干平，zE C』 CF O 一，-子-平"τ-，

1 1 

2ゐ"， 1'，， 1 0 1 弔 1 2守

21':1十l十1I 2Gp 十2立+l)c
p

2" 円 2 悼哨2守十E千Z二S

府 2 山中 12" 1昨問中12守+午

1- j 1 

(1'+1)ιF 'p ，-ι，-' ，-， 
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整するため，その分だけ少さくなっている。

(159) 81 

第 1の視点、からみれば，残高が借方にでてくる場合の特別修繕均分引当金は

関係資産勘定にたいする付加勘定であるが，第2の視点からみれば，普通の減

価償却引当金の減額調整勘定であるということになる。

しかし，ぃ Fれにしても，普通の減価償却法を前提と Lて，特別修繕支出総額

の均等配分法を用いると，その総合「効果は， c重要部品別の減価償却壱してゆ

き〕取替えられた旧部品壱減価償却された資産と同じ仕方で廃棄し，新部品を資

産勘定へ付加した場合と変りはない。」町たしかに，第 2表の(4)(5)欄にみられる

特別修繕均分引当金ならびに普通の減価償却引当金の残高の推移と第3表の(4)

(5)欄にみられる部品別の 2つの減価償却引当金の残高の推移とは，それぞれ毎

年すずつ食違つている。しかしながら，第2表と第3表の(6)欄に示したそれぞれ

の 2つの引当金の残高総計の推移は完全に一致している o したがって，特別修

講支出総額の均等配分法と普通の減価償却法との組合せは，重要部品別の減価

償却法に代る便法として一応十分な資格をそなえているということができる問。

しかし，普通の減価償却法を前提として，特別「修繕を〔均分〕引当金で処理

する方法は， [資本主義企業の〕会計実務では，広汎に用いられていない。こ

れは，多分，資産の〔耐用]命数中における〔特別〕修繕コストの推定の困難

さと乙の方法が〔法人〕所得税〔務会計〕のために容認されてし、ないという事

実によるものであろう。j叫

52) Mason and Davidson， op. cit" p. 364 

53) 一見すると，均等配分法は利益の「変動を人為的に平準イじするために企画された考案または方
策J(W. A. Paton and A. C. Littletoll， An lntroduaion 10 COJ'porate占印刷出ngStandards， 

1940， p. 77.)のようにみえるが， rこの〔特!iU憧譜均分引当金〕勘定は利益を平準化するもので
ないというととが強調されねばならない。J(Woods， op. cit.. p. 114.) 

54) Mason and Davidson， op. citよp.365 

社会主議企業の「減価償却計算は，償却額(原価要需たる調価償却費〕が平均的損耗に相応し
た金額をあらわすということから， 出発しなければならない。 (Siegfried Tanoha.user und 
Kurt Matterne， Die Gru吋 mittel同 dersozialistischen InduslrM dcr DDR， 1960， S. 197.) 
とh寸見解にしたがい， rソ連の企業は〔原価マイナス残価ばかりではなく〉特別修糟〔支出総
額〕を資産の〔耐用〕命数全体に〔均等1配分することをおこな。ている。J(Robert H. Mills 

and Abbott L. Brown， "Soviet Economic Developments and Accountmg". The ]OU1初al

01 Acwuntanc;y， June 1966， p. 43.) 

「この方法は，特且地帯には資産の損耗した部品の取替が含まれてし、るとし、う考えによって，
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V 特別修繕支出の後配分法と前配分法

さて. -，でに指摘したように，特別修繕支出総額の均等配分法にたいしては，

一般に，資産の耐用命数中における特別「修繕コス tの総額の信頼しうる推定

をすることは，不可能ではないとしても，困難である。」町「会計の「客観性』

はこの会計方策の使用により疑いもなく引下げられる。」時とし寸批判がなされ

ている。しかし. I同じような反対論が固定資産の耐用命数を予測する初期の

提案についてなされていたj的ことを想起すると，推定耐用命数を基礎とした減

価償却法が広くおこなわれている現在，推定耐用命数中における推定特別修繕

支出総額の均等配分法の実践化をさまたげている要因壱「信頼しうる推定値を

うることの困難さ」に求めることはできないであろう。実際には. I多〈の事

例において，設備のユーザーによって保持されている〔特別〕修繕コストの記

録ー や〔特別〕修繕 業務に習熟した人々によりなされる推定は〔特別〕

修繕ココペトの〔均等〕発生の会計的認識を容認するのに十分な信頼性をもった

証拠となりうるのである。J'めしたがって，特別修繕均分「引当金繰入額の営業

f費1への賦課が〔法人〕所得税〔務会計〕のために控除を認められていなし、」叫

とし、う事実の方が，均等配分法の実践化を阻止する要因としてより強く作用し

ているといわなくてはならない。

やや高い抽象レベルにおし、て，合理化されるJ (Robert W. Campbell， Acco附 t叫 g 叩 50例"
E弔問叫ngand M，叩 1gement，1963， p. 79.)が. r人々 は 資産が特別修繕されることが必要と
なるであろう度数のみならず，また〔特別〕修繕の価椿についても，誤った判断をするかもしれ
ない。J(lbid.. p. 79.) 

したがって， rとの構想の正しい履行には，予期される特別悼繕の量と価格の推定の追加的不
確実性からくる困難さがある。J(Mills and Brown， 0少叫 p.43.) 

55) Berg， op. cit.. p. 488 
56) Wixon， op. cit.， p. 16・10

57) Berg， 0ア cit"p. 488 
58) Berg， op. cit.， p. 488 
59) Finney and Miller， op. cit" p. 333 

アメリカでは， r1954年 C内国歳入法改Eの時〕にj 企業は課税所得計茸に発生基準にもとず
き推定信繕費を控除することカ噌軍められるだろう ξ思われたがz 控除として請求される金額の君
大きがわかった時 税務〔会計〕のために発生基準の修繕費は容認されなかった。J (Berg， op. 
cit.， pp. 488-89.)その結果，憧繕費についての「税務上の控除は， (現在でも〕もちろん，実際
支出を基準としている。J. (Woods， ot. cit.， p. 114.) 
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しかし，いずれの理由によるにせよ，均等配分法は，社会主義企業を除くじ

ほEんどやられていなし、。そして，そのかわりに，資本主義企業では，特別修

糟支出の後配分法と前配分法とが採用されている。よりくわしくいうと Iア

メりカの企業は，基本的に，特別修繕支出がお己なわれた以後においてだけ，

将来に認識さるべき減価償却を〔増加〕修正する」叫のにたいし，日本の企業

は，特別修繕を必要とする要因はそれが実際におこなわれる以前にすでに発生

していると考えて，将来に予想される特別修繕支出を見積り，それを見越計上

する方法をとっている。

もちろん，ここでとりあげてし、る特別修繕支出の後配分法と前配分法はとも

に，さきに考察した平均配分法と同じように，普通の減価償却法を前提として

第 4 表

期間
償わc却tるこ(2減治)、価治、

持と(下前活〔半3配)) 分号
(1) (2) + (3) ~ (4) (4) x (1) ~ (5) ~(5) ~ (6) 

1 ~-v+偽 1 
c-s e-' O 

干平I

(出)
n 

c-' 
n 

ι+rcp-s 

←r+竺ーI+l~四 c， 
旬 c+rcp+内-， r(ι十町p+cp-s)

(出)
子平T ?長 グ十1

l~r γE+T i 
Cp c+rcp+匂-， r(c+rcp+cp-s) ! 

(命)
η n タ+1

子芋T
c-， 

ι+rιp-' 

r-… n包~^】n
?包

c-' e-' O 
9τ 干干T

(市)

6凹 Millsand Brown， op. cit" p. 43 
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いるが，まず，特別修繕すなわち「大修繕は多くの年度にわたって効果をあらわ

すから，減価償却の方法で[関係期間に]配分されなければならない」町という

考えに立脚し1いる後配分法によると，第4表の(3)(4)欄上半にみられるように，

最初の特別修繕がおこなわれてから耐用命数がつきるまでの期間(出+刊

には，各特別l修繕支出 (c，) はつぎの特別修繕まで(最後の特別修繕の場合に

(r十l)c，
は，耐用年数がつきるまで)の各期間へ，減価償却法にしたがし、年々一万一

ずつ後配分される。したがって，それを普通の減価償却法による分(ラ王)に

fc上町 +c.，-s¥ 
加えた年々の減価償却引当金繰入額(一一号←ーlは，重要部品別の減価償

却またはその便法としての普通の減価償却渋と均等配分法の組合せの場合と較

I c+ずら+cp-s c+γ'cp-s cp¥ 
ベて，すだけ過大(一ーす一一ーヲ一一=ずjとなる。他方，資産を取

得してから最初の特別l修繕がなされる直前までの期間 (1~却には，後配分

法によると，普通の減価償却法による分(午)以外には，費用の繰延計上は

できないので，年々の減価償却引当金繰入額(子)比重要部品別の減価償

却法またはその便法としての普通の減価償却法と均等配分法の組合せの場合と

較ベ て ， 子 だ け 過少(号三吐子こ一子)となる。

つぎに，特別修繕支出がなされる以前にそれを必要とする原因(費用発生原

因)はすでに発生しているという考えに立脚している前配分法によると，第4衰

の(3)(4)欄下半にみられるように，資産を取得してから最後の特別修繕がおこな

われる直前までの期間(い右)には，各特別修繕支出 ωはーワ前の特別修

繕から当該特別修繕直前まで(最初の特別修繕の場合には，資産の取得から最

初の特別修繕直前まで)の各期間へ，取替準備金法と同様に将来特別修繕

を必要とする事実が発生しているにもかかわらず，固定資産には普通の減価償

却法による分以外0減何は生じないとみるかぎり) 負債性の (しかし， 普通

の減価償却法による分以外の減価が生じているにもかかわらず，ぞれ吾iFし〈

6ユ) Kosiol， a. a. 0.， S. 85 
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反映していないとし寸意味で， 準評価性の)特別修繕引当金を用いて， 年々。+1)♂

-Flずつ前配分されあ したがって， それを普通の減価償却法による分

子)に加えた年々の引当金繰入額 (o+rC1';:-C1'-"5)は，重要部品$11の減価(C:5) l=tm*-t~ "p k 0) 51~~~Å1flj (一一

償却法またはその便法としての普通の減価償却法と均等配分法の組合せの場合

Cp J.-""_'-'IH---L...(C十rcp+cl'-S c+rcp-s Cp¥ 
と較べて，すだけ過大卜-τ一 一ーヲ一一=ずlとなる。他方，最後

の特別修繕がおこなわれてから耐用命数のつきるまでの期間 ('1'r~l +い)に

は，前配分法によるかぎり，費用の見越計上はできず，普通の減価償却法によ

る分目玉)だけが繰延計上される。このように「前配分法(見越計上)は〔耐

用命数の〕最後の諸年度が費用の負担なくとり残されるとしづ結果壱もたら

す」町ので，そこでの年々の引当金繰入額(子)は，重要部品別の減価償却

法またはその便法としての普通の減価償却法と均等分配法の組合の場合と較べ

て，子だけ過少(号L 止 子 三 = ー 与 ) と な る 。

もちろん，耐用年数全体にわたる費用配分総額(引当金繰入額合計)は，普

通の減価償却法k併用されるかぎり，後配分法と前配分法のどちらによっても，

重要な部品別の減価償却法またはその便法としての普通の減価償却法正均等配

分法の組合せの場合と変りはなく，第4表の(6)欄と第 1表の(4)欄にみられるよ

うに，通算すると，いずれも ι十刊p-S" となる。しかし，後配分法に上る繰延

計上の「本質的欠陥は，大修繕 fのための特別修繕支出〕が将来の期間にのみ

配分され〔るため，耐用命数の最初の諸年度への費用配分が無視され〕ること

ピある。」町これにたいし，前配分法による「見越計上の欠点は，耐用命数の最

後の諸年度が[費用配分上〕考慮に入れられずにとり残される己とにある。」“

百 重要部品別の取替のための会計

さて，以上みてきたように，特別修繕支出の後配分法と前配分法の「二つの

62) Kosiol， a. <<. 0.， S， 89 
63) KOSlOl， a. <<. 0.. S. 88 

64i Kosiol， <<. a 0.， S. 190. 
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手続は満足しえないものである」町〉ので，それらと同様， いぜんとして普通の

減価償却法を前提としながら，それぞれの欠陥を相互補完しようとするかぎり，

特別修繕支出総額の均等配分法による|見越計上と繰延計上の配合が理論的に

lElA 、。」町という乙とになる。 たしかに後配分法や前配分法とくらべれば，

「均等配分法はむしろ収益と関係費用のよりすぐれた対応をもたらすものであ

る。」町しかし，後配分法や前配分法ばかりでなく，それらの欠陥を相互に補完

しうる均等配分法が前提としている普通の減価償却法は，資産の全原価のうち

最初の特別修繕をうける直前までに減価してしまう原価部分についても，耐周

年数全体にわたり費用配分するという誤りをおかしている n したがって，後配

分法と前配分法の対称的な欠陥を相互補完する形で，普通の減価償却法から生

ずる費用の期間配分上の歪みを補正する均等配分法を真に理論的に正しい方法

ということはできない。普通の減価償却法と均等配分法の組合せは重要部品別

の減価償却法の便法でしかないのである。

「すべての損耗する〔資産〕部分を別々に減価償却することは面倒かもしれ

ない」日〕が， あくまでも， r特別修繕を記録する理論上理想的な方法は重

要部品別に減価償却をした上で〕取替えられた部品の原価を資産勘定から除去

し，それについて引当てられた減価償却額を減価償却引当金勘定から取除いて，

新部品の原価を含む修繕の全原価をもって資産勘定へチャージすることであ

る。」町

65) Kosrol， a. tz. 0.， S. 89. 

66) Kosiol. a. a， 0.， S. 190 

67) Woods， op. cit.， p. 114 

68) Herbert Gudehus， Bewertung醐 dAbsGhreibung vo勿 Anlag，削!品ueWege 出rAbschr.eibung， 

1959， S. 165 

重要部品別の減価償却法にとり不可欠の要件である資産「構成要素の原初原価は常にたやすく

決定されない。 しかしながら，古品の価格表や地の利用できる資料にもとずいて満足な推定
をすることは，通常実行可能である。 (WilliamA. Paton and William A. Paton， Jr.， Asset 
A"ω叫 ting.An Intermediate Course.' 1952， p. 214 ; William A. Paton and Robert L. Dixon， 
&，四帥/，ザ Accounti吋， 1958， p. 413.) 

.69) Finney and M1l1er， 0ρ cit.， p. 333 


